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【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年9月28日(2011.9.28)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を具備する装置：
　遠隔ステーションからＡＣＫ／ＮＡＣＫ（肯定応答／否定応答）情報を含むチャネル情
報を受信する受信機、
　各スロットが２つの半スロットにセグメント化され、少なくとも１つの半スロットがパ
ケットの１つのデータ単位を含む、少なくとも１つのスロットを備える出力波形を生成し
、
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を解釈し、前記データ単位が前記遠隔ステーションに再送さ
れるべきか否かを判定するように構成されている少なくとも１つのプロセッサ、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリ、
　前記出力波形を送信するように構成されている送信機。
【請求項２】
　前記出力波形が、少なくとも１つの付加的なスロットをさらに備え、前記少なくとも１
つの付加的なスロットが、前記パケットからでありフルスロットとして構成されている、
別のパケットからであり半スロットとして構成されている、および別のパケットからであ
りフルスロットとして構成されている、からなる群より選択される別のデータ単位を含む
、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記出力波形が、半スロットの８つのインタリーブ、フルスロットの４つのインタリー
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ブ、またはそれらの組み合わせとしてさらに構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記チャネル情報が、データ転送速度制御情報をさらに備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記データ転送速度制御情報に応じて前記データ
単位に関して第１の変調を選択するようにさらに構成されている、請求項１に記載の装置
。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記データ単位に関するペイロードサイズに相関
がある変調を用いて前記出力波形を生成するようにさらに構成されている、請求項１に記
載の装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が前記データ単位が再
送されるべきであることを示す場合、前記データ単位の異なる変調を用いて新規の出力波
形を生成するようにさらに構成されており、
　前記送信機が、前記新規の出力波形を送信するようにさらに構成されている、請求項１
に記載の装置。
【請求項７】
　前記新規の出力波形の前記異なる変調が、前記出力波形の変調より下回るデータ転送速
度になるように選択される、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記異なる変調が、４位相偏移変調、８位相偏移変調、１６直交振幅変調および６４直
交振幅変調からなる群より選択される、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記チャネル情報が、チャネル品質インジケータをさらに備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　　前記チャネル品質インジケータを解釈し、
　　前記解釈されたチャネル品質インジケータに応じて後の複数のデータ単位に関して異
なる変調を用いて新規の出力波形を生成するようにさらに構成され、
　前記送信機が、前記新規の出力波形を送信するようにさらに構成されている、請求項１
に記載の装置。
【請求項１０】
　前記異なる変調が、４位相偏移変調、８位相偏移変調、１６直交振幅変調および６４直
交振幅変調からなる群より選択される、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　各半スロット内の少なくとも１つのトラヒックセグメントのうちの各々に関し、符号分
割多重化（ＣＤＭ）または直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を選択し、
　前記少なくとも１つのトラヒックセグメントを備える出力波形を生成するようにさらに
構成され、各トラヒックセグメントは、前記トラヒックセグメントに関してＣＤＭが選択
される場合、ＣＤＭデータを搬送し、または前記トラヒックセグメントに関してＯＦＤＭ
が選択される場合、ＯＦＤＭデータを搬送する、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　第１および第２のトラヒックセグメントの各々に関してＣＤＭまたはＯＦＤＭを選択し
、
　前記第１および第２のトラヒックセグメントならびにオーバーヘッドセグメントを備え
る前記出力波形を生成するようにさらに構成され、前記第１および第２のトラヒックセグ
メントの各々がＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを搬送し、前記オーバーヘッドセグメ
ントがオーバーヘッドデータを搬送する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
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　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　多数キャリアに関する多数のトラヒックセグメントの各々に関してＣＤＭまたはＯＦＤ
Ｍを選択し、
　前記多数キャリアに関する前記多数のトラヒックセグメントを備える前記出力波形を生
成するようにさらに構成され、各トラヒックセグメントがＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデ
ータを搬送する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　ＣＤＭデータを搬送する複数のトラヒックセグメントを備える第１の波形を生成し、
　ＯＦＤＭデータを搬送する複数のトラヒックセグメントを備える第２の波形を生成し、
　前記第１および第２の波形に基づいて前記出力波形を生成するようにさらに構成されて
いる、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　　各スロットが２つの半スロットにセグメント化され、少なくとも１つの半スロットが
パケットの１つのデータ単位を含む、少なくとも１つのスロットを備える入力波形を処理
し、
　　前記データ単位を処理して前記データ単位が正しいか否かを判定し、
　　前記データ単位の前記処理結果に応じてＡＣＫ／ＮＡＣＫ（肯定応答／否定応答）情
報を生成する、少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を備えるチャネル情報を送信する送信機と、
を備える、装置。
【請求項１６】
　前記入力波形が、少なくとも１つの付加的なスロットをさらに備え、前記少なくとも１
つの付加的なスロットが、前記パケットからでありフルスロットとして構成されている、
別のパケットからであり半スロットとして構成されている、および別のパケットからであ
りフルスロットとして構成されている、からなる群より選択される別のデータ単位を含む
、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記入力波形が、半スロットの８つのインタリーブ、フルスロットの４つのインタリー
ブ、またはそれらの組み合わせとしてさらに構成されている、請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　データ転送速度制御情報を生成し、
　前記データ転送速度制御情報を前記チャネル情報に含めるようにさらに構成されている
、請求項１５に記載の装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　受信された信号品質を解析して、前記受信された信号品質に応じてチャネル品質インジ
ケータを生成し、
　前記チャネル品質インジケータを前記チャネル情報に含めるようにさらに構成されてい
る、請求項１５に記載の装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、４位相偏移変調、８位相偏移変調、１６直交振幅
変調および６４直交振幅変調からなる群より選択される変調を使用して前記データ単位を
処理するようにさらに構成されている、請求項１５に記載の装置
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　各半スロット内の少なくとも１つのトラヒックセグメントに関し、符号分割多重化（Ｃ
ＤＭ）または直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）が使用されているか否かを判定し、
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　ＣＤＭが使用されている場合、受信されたサンプルを処理して、前記トラヒックセグメ
ントで送信されたＣＤＭデータを回復し、
　ＯＦＤＭが使用されている場合、前記受信されたサンプルを処理して、前記トラヒック
セグメントで送信されたＯＦＤＭデータを回復するようにさらに構成されている、請求項
１５に記載の装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記受信されたサンプルを処理して、前記トラヒックセグメントに対して使用された複
数の副搬送波に関する受信されたシンボルを取得し、
　前記受信されたシンボルを処理して、前記トラヒックセグメントで送信された前記ＯＦ
ＤＭデータを回復するようにさらに構成されている、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記受信されたサンプルをフィルタリングして、前記トラヒックセグメントに対して使
用された複数の副搬送波に関する前記フィルタリングされたサンプルを取得し、
　前記フィルタリングされたサンプルを処理して、前記トラヒックセグメントに関する入
力サンプルを取得し、
　多数の直交コードを用いて前記入力サンプルをデカバーして、受信されたシンボルを取
得し、
　前記受信されたシンボルを処理して、前記トラヒックセグメントで送信された前記ＣＤ
Ｍデータを回復するようにさらに構成されている、請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記受信されたサンプルを処理して、多数の副搬送波に関して周波数領域シンボルを取
得し、
　前記トラヒックセグメントに使用された複数の副搬送波に関する前記周波数領域シンボ
ルを処理して、時間領域サンプルを取得し、
　多数の直交コードを用いて前記時間領域サンプルをデカバーして、受信されたシンボル
を取得し、
　前記受信されたシンボルを処理して、前記トラヒックセグメントで送信された前記ＣＤ
Ｍデータを回復するようにさらに構成されている、請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　通信システムであって、
　少なくとも１つのアクセスポイントであって、
　　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（肯定応答／否定応答）情報を含むチャネル情報を受信するための
アクセスポイント受信機と、
　　各スロットが２つの半スロットにセグメント化され、少なくとも１つの半スロットが
パケットの１つのデータ単位を含む、少なくとも１つのスロットを備える出力波形を生成
し、
　　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を解釈して、前記データ単位が再送されるべきか否かを判
定する、少なくとも１つのアクセスポイントプロセッサと、
　　前記少なくとも１つのアクセスポイントプロセッサに結合されているアクセスポイン
トメモリと、
　　前記出力波形を送信するアクセスポイント送信機とを備える、少なくとも１つのアク
セスポイントと、
　少なくとも１つの端末であって、
　　前記出力波形を受信するための端末受信機と、
　　各スロットが２つの半スロットにセグメント化され、少なくとも１つの半スロットが
パケットの１つのデータ単位を含む、少なくとも１つのスロットを備える前記出力波形を
処理し、
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　　前記データ単位を処理して、前記データ単位が正しいか否かを判定し、
　　前記データ単位の前記処理結果に応じてＡＣＫ／ＮＡＣＫ（肯定応答／否定応答）情
報を生成する、少なくとも１つの端末プロセッサと、
　　前記少なくとも１つの端末プロセッサに結合されている端末メモリと、
　　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を備える前記チャネル情報を送信する端末送信機とを備え
る、少なくとも１つの端末とを備える、通信システム。
【請求項２６】
　前記出力波形が、少なくとも１つの付加的なスロットをさらに備え、前記少なくとも１
つの付加的なスロットが、前記パケットからでありフルスロットとして構成されている、
別のパケットからであり半スロットとして構成されている、および別のパケットからであ
りフルスロットとして構成されている、からなる群より選択される別のデータ単位を含む
、請求項２５に記載の通信システム。
【請求項２７】
　前記出力波形が、半スロットの８つのインタリーブ、フルスロットの４つのインタリー
ブ、またはそれらの組み合わせとしてさらに構成されている、請求項２５に記載の通信シ
ステム。
【請求項２８】
　前記チャネル情報が、データ転送速度制御情報をさらに備え、
　前記少なくとも１つのアクセスポイントプロセッサが、前記データ転送速度制御情報に
応じて前記データ単位に関して第１の変調を選択するようにさらに構成されている、請求
項２５に記載の通信システム。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントプロセッサが、前記データ単位に関するペイロ
ードサイズに相関がある変調を用いて前記出力波形を生成するようにさらに構成されてい
る、請求項２５に記載の装置。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントプロセッサは、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が前
記データ単位が再送されるべきであることを示す場合、前記データ単位の異なる変調を用
いて新規の出力波形を生成するようにさらに構成されており、
　前記送信機が、前記新規の出力波形を送信するようにさらに構成されている、請求項２
５に記載の通信システム。
【請求項３１】
　前記新規の出力波形の前記異なる変調が、前記出力波形の変調より下回るデータ転送速
度になるように選択される、請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記異なる変調が、４位相偏移変調、８位相偏移変調、１６直交振幅変調および６４直
交振幅変調からなる群より選択される、請求項３０に記載の通信システム。
【請求項３３】
　前記チャネル情報が、チャネル品質インジケータをさらに備え、
　前記少なくとも１つのアクセスポイントプロセッサが、
　　前記チャネル品質インジケータを解釈し、
　　前記解釈されたチャネル品質インジケータに応じて後の複数のデータ単位に関して異
なる変調を用いて新規の出力波形を生成するようにさらに構成され、
　前記送信機が、前記新規の出力波形を送信するようにさらに構成されている、請求項２
５に記載の通信システム。
【請求項３４】
　前記異なる変調が、４位相偏移変調、８位相偏移変調、１６直交振幅変調および６４直
交振幅変調からなる群より選択される、請求項３３に記載の通信システム。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントプロセッサが、
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　各半スロット内の少なくとも１つのトラヒックセグメントのうちの各々に関し、符号分
割多重化（ＣＤＭ）または直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を選択し、
　前記少なくとも１つのトラヒックセグメントを備える出力波形を生成するようにさらに
構成され、各トラヒックセグメントは、前記トラヒックセグメントに関してＣＤＭが選択
される場合、ＣＤＭデータを搬送し、または前記トラヒックセグメントに関してＯＦＤＭ
が選択される場合、ＯＦＤＭデータを搬送する、請求項２５に記載の通信システム。
【請求項３６】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントプロセッサが、
　第１および第２のトラヒックセグメントの各々に関してＣＤＭまたはＯＦＤＭを選択し
、
　前記第１および第２のトラヒックセグメントならびにオーバーヘッドセグメントを備え
る前記出力波形を生成するようにさらに構成され、前記第１および第２のトラヒックセグ
メントの各々がＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを搬送し、前記オーバーヘッドセグメ
ントがオーバーヘッドデータを搬送する、請求項３５に記載の通信システム。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントプロセッサが、
　多数キャリアに関する多数のトラヒックセグメントの各々に関してＣＤＭまたはＯＦＤ
Ｍを選択し、
　前記多数キャリアに関する前記多数のトラヒックセグメントを備える前記出力波形を生
成するようにさらに構成され、各トラヒックセグメントがＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデ
ータを搬送する、請求項３５に記載の通信システム。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つのアクセスポイントプロセッサが、
　ＣＤＭデータを搬送する複数のトラヒックセグメントを備える第１の波形を生成し、
　ＯＦＤＭデータを搬送する複数のトラヒックセグメントを備える第２の波形を生成し、
　前記第１および第２の波形に基づいて前記出力波形を生成するようにさらに構成されて
いる、請求項３５に記載の通信システム。
【請求項３９】
　アクセスポイントで出力波形を生成することであって、前記出力波形が少なくとも１つ
のスロットを備え、各スロットが２つの半スロットにセグメント化され、少なくとも１つ
の半スロットがパケットの１つのデータ単位を含む、出力波形を生成することと、
　端末で、
　　前記出力波形を処理して、前記データ単位を抽出することと、
　　前記データ単位を処理して、前記データ単位が正しいか否かを判定することと、
　　前記データ単位の処理に応じてＡＣＫ／ＮＡＣＫ（肯定応答／否定応答）情報を生成
することと、
　　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を備えるチャネル情報を送信することと、
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を前記アクセスポイントで解釈して、前記データ単位が再送
されるべきであるか否かを判定することと、
を備える、通信システムにおける方法。
【請求項４０】
　前記出力波形がさらに少なくとも１つの付加的なスロットを含むように生成され、前記
少なくとも１つの付加的なスロットが、前記パケットからでありフルスロットとして構成
されている、別のパケットからであり半スロットとして構成されている、および別のパケ
ットからでありフルスロットとして構成されている、からなる群より選択される別のデー
タ単位を含む、請求項３９に記載の通信システム。
【請求項４１】
　前記出力波形が、半スロットの８つのインタリーブ、フルスロットの４つのインタリー
ブ、またはそれらの組み合わせとしてさらに生成される、請求項３９に記載の通信システ
ム。
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【請求項４２】
　前記チャネル情報に含まれるデータ転送速度制御情報に応じて前記データ単位に関して
第１の変調を選択することをさらに備える、請求項３９に記載の方法。
【請求項４３】
　前記出力波形が、前記データ単位に関するペイロードサイズに相関がある変調を用いて
さらに生成される、請求項３９に記載の装置。
【請求項４４】
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が前記データ単位が再送されるべきであることを示す場合、
前記データ単位の異なる変調を用いて新規の出力波形を生成することと、
　前記新規の出力波形を送信することとをさらに備える、請求項３９に記載の方法。
【請求項４５】
　前記新規の出力波形の前記異なる変調が、前記出力波形の変調より下回るデータ転送速
度になるように選択される、請求項４４に記載の装置。
【請求項４６】
　前記異なる変調が、４位相偏移変調、８位相偏移変調、１６直交振幅変調および６４直
交振幅変調からなる群より選択される、請求項４４に記載の方法。
【請求項４７】
　前記チャネル情報に含まれるチャネル品質インジケータを解釈することと、
　前記解釈することに応じて後の複数のデータ単位に関して異なる変調を用いて新規の出
力波形を生成することと、
　前記新規の出力波形を送信することとをさらに備える、請求項３９に記載の方法。
【請求項４８】
　前記異なる変調が、４位相偏移変調、８位相偏移変調、１６直交振幅変調および６４直
交振幅変調からなる群より選択される、請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　各半スロット内の少なくとも１つのトラヒックセグメントのうちの各々に関し、符号分
割多重化（ＣＤＭ）または直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を選択することと、
　前記少なくとも１つのトラヒックセグメントを備える出力波形を生成することとをさら
に備え、各トラヒックセグメントは、前記トラヒックセグメントに関してＣＤＭが選択さ
れた場合、ＣＤＭデータを搬送し、または前記トラヒックセグメントに関してＯＦＤＭが
選択された場合、ＯＦＤＭデータを搬送する、請求項３９に記載の方法。
【請求項５０】
　第１および第２のトラヒックセグメントの各々に関してＣＤＭまたはＯＦＤＭを選択す
ることと、
　前記第１および第２のトラヒックセグメントならびにオーバーヘッドセグメントを備え
る前記出力波形を生成することとをさらに備え、前記第１および第２のトラヒックセグメ
ントの各々がＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを搬送し、前記オーバーヘッドセグメン
トがオーバーヘッドデータを搬送する、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　多数キャリアに関する多数のトラヒックセグメントの各々に関してＣＤＭまたはＯＦＤ
Ｍを選択することと、
　前記多数キャリアに関する前記多数のトラヒックセグメントを備える前記出力波形を生
成することとをさらに備え、各トラヒックセグメントがＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデー
タを搬送する、請求項４９に記載の方法。
【請求項５２】
　ＣＤＭデータを搬送する複数のトラヒックセグメントを備える第１の波形を生成するこ
とと、
　ＯＦＤＭデータを搬送する複数のトラヒックセグメントを備える第２の波形を生成する
ことと、
　前記第１および第２の波形に基づいて前記出力波形を生成することとをさらに備える、
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請求項４９に記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【書類名】明細書
【発明の名称】無線通信でのサブスロットパケットに関する方法および装置
【技術分野】
　【０００１】
35 U.S.C. 119に基づく優先権主張
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、言及によって明示的に本明細書の一部とさ
れる、共に２００６年２月２１日に出願された「無線通信システムおよび方法（Wireless
 Communication System and Method）」と題された仮出願第６０／７７５，４４３号およ
び「ＤＯ通信システムおよび方法（DO Communication System and Method）」と題された
仮出願第６０／７７５，６９３号と、２００６年３月２４日に出願された「３ＧＰＰ２無
線インターフェース進化フェーズ２に関するＱＵＡＬＣＯＭＭ提案（QUALCOMM Proposal 
for 3GPP2 Air Interface Evolution Phase 2）」と題された仮出願第６０／７８５，９
７１号の優先権を主張する。
　【０００２】
背景
　本開示は、一般に、通信に関し、より詳細には、無線通信システムに関する送信技術に
関する。
【背景技術】
　【０００３】
　無線通信システムは、音声、映像、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャス
ト、その他等の種々の通信サービスを提供するために広範囲に配備されている。これらの
システムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって複数のユーザをサポー
ト可能な多重アクセスシステムであり得る。そのような多重アクセスシステムの例は、符
号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システム、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）システム、
周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）システム、および単
一キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムを備えている。
　【０００４】
　多重アクセスシステムは、符号分割多重化（ＣＤＭ）、時分割多重化（ＴＤＭ）、その
他等の１つ以上の多重化方式を利用し得る。このシステムが配備され得て、既存の端末に
サービス提供し得る。これらの多重アクセスシステムは、通常、送信での１つ以上のスロ
ットを占有するパケットを備え得る。既存の端末に対する下位互換性を保持しながら、シ
ステムの性能を向上させることが望ましい可能性がある。例えば、多数のアンテナを使用
することによってもたらされる付加的な空間的次元を活用することによってスループット
および／または信頼性を改善するために、多重入出力（ＭＩＭＯ）および空間分割多重ア
クセス（ＳＤＭＡ）等の空間的技術を用いることが望ましい可能性がある。
　【０００５】
　それゆえに、当技術分野において、従来のスロットより占有が少ないパケットをサポー
ト可能な順方向リンクパケットに関する送信技術の必要性が存在する。さらに、既存の端
末に関する下位互換性を保持しながら空間的技術をサポート可能な送信技術の必要性が存
在する。
　　【特許文献１】仮出願第６０／７７５，４４３号
　　【特許文献２】仮出願第６０／７７５，６９３号
　　【特許文献３】仮出願第６０／７８５，９７１号
【発明の開示】
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【発明の概要】
　【０００６】
　無線通信システムでデータを効果的に送信および受信する技術が本明細書で説明されて
いる。この技術は、既存の設計と下位互換性があるスロット構造を利用する。この技術は
、スロット構造のフルスロットより少なく占有する順方向リンクパケットの送信および受
信を備えている。この技術は、空間的技術および／または他の高度な通信技術を効果的に
サポートするために、さらに、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を選択的に用いる。
　【０００７】
　一態様によれば、アクセスポイントは、受信機、少なくとも１つのプロセッサ、少なく
とも１つのプロセッサに結合されたメモリ、および出力波形を送信するように構成されて
いる送信機を含む。受信機は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（肯定応答／否定応答）情報を含むチャ
ネル情報を用いて遠隔ステーションからチャネル情報を受信するように構成されている。
少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも１つのスロットを備える出力波形を生成する
ように構成されている。各スロットは、２つの半スロットにセグメント化され、少なくと
も１つの半スロットは、パケットの１つのデータ単位を含む。さらに、少なくとも１つの
プロセッサは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を解釈し、データ単位が遠隔ステーションに再送信
されるべきか否かを決定するように構成されている。
　【０００８】
　別の態様によれば、端末装置は、少なくとも１つのプロセッサ、少なくとも１つのプロ
セッサに結合されているメモリ、およびＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を備えるチャネル情報を送
信する送信機を含む。少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも１つのスロットを備え
る入力波形を処理するように構成されている。各スロットは、２つの半スロットにセグメ
ント化され、少なくとも１つの半スロットは、パケットの１つのデータ単位を含む。さら
に、少なくとも１つのプロセッサは、データ単位を処理してデータ単位が正確であるか否
かを決定し、データ単位の処理結果に応じてＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を生成するように構成
されている。
　【０００９】
　別の態様によれば、通信システムは、出力波形を順方向リンクで伝達し、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報を逆方向リンクで伝達するように互いに通信する、共に上述されたアクセスポイ
ントおよび端末を備えている。
　【００１０】
　さらに別の態様によれば、方法が、アクセスポイントで出力波形を生成することを含む
。出力波形は、少なくとも１つのスロットを含む。各スロットは、２つの半スロットにセ
グメント化され、少なくとも１つの半スロットは、パケットの１つのデータ単位を含む。
方法は、端末で、出力波形を処理してデータ単位を抽出することおよびデータ単位を処理
してデータ単位が正確であるか否かを決定することをさらに含む。さらに、データ単位の
処理結果に応じてＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を生成することおよびＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を備
えるチャネル情報を送信することのプロセスが端末によって実行される。方法は、アクセ
スポイントでＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を解釈し、データ単位が再送されるべきか否かを決定
することをさらに含む。
　【００１１】
　本開示の種々の態様および特性が以下のさらなる詳細で説明される。
【詳細な説明】
　【００１２】
　本明細書で説明される送信技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、およ
びＳＣ－ＦＤＭＡシステム等の種々の無線通信システムに関して使用され得る。用語「シ
ステム」および「ネットワーク」は、しばしば同じ意味で使用される。ＣＤＭＡシステム
は、ｃｄｍａ２０００、全地球無線アクセス（ＵＴＲＡ）、進化型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲ
Ａ）、その他等の無線技術を実装し得る。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－
９５およびＩＳ－８５６標準を網羅する。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）
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および低チップ速度（ＬＣＲ）を備えている。ＴＤＭＡシステムは、移動体通信用地球シ
ステム（ＧＳＭ）等の無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、長期的発展型（Ｌ
ＴＥ）、ＩＥＥＥ　８０２．２０、フラッシュ－ＯＦＤＭ（登録商標）、その他等の無線
技術を実装してよい。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭおよびＬＴＥは、「第３世代提携
プロジェクト（３ＧＰＰ）」と名付けられた組織からの文書で説明されている。ｃｄｍａ
２０００は「第３世代提携プロジェクト２（３ＧＰＰ２）」と名付けられた組織からの文
書で説明されている。これらの種々の無線技術および標準は、当技術分野で知られている
。
　【００１３】
　明確化のために、技術の種々の態様は、ＩＳ－８５６を実装する高速パケットデータ（
ＨＲＰＤ）に関して以下で説明される。ＨＲＰＤは、進化型データ最適化（ＥＶ－ＤＯ）
、データ最適化（ＤＯ）、高速データ転送速度（ＨＤＲ）、その他とも呼ばれる。用語Ｈ
ＲＰＤおよびＥＶ－ＤＯは、しばしば同じ意味で使用される。現在、ＨＲＰＤ改定（Ｒｅ
ｖｓ．）０、Ａ、およびＢが標準化され、ＨＲＰＤ　Ｒｅｖｓ．０およびＡが展開され、
ＨＲＰＤ　Ｒｅｖ．Ｃが展開中である。ＨＲＰＤ　Ｒｅｖｓ．０およびＡは、単一キャリ
アＨＲＰＤ（１ｘＨＲＰＤ）を網羅する。ＨＲＰＤ　Ｒｅｖ．Ｂは、多数キャリアＨＲＰ
Ｄを網羅し、ＨＲＰＤ　Ｒｅｖｓ．０およびＡとの下位互換性がある。本明細書で説明さ
れる技術は、あらゆるＨＲＰＤ改定に組み込まれてよい。明確化のために、以下の説明の
大半でＨＲＰＤの専門用語が使用される。
　【００１４】
　図１は、多数のアクセスポイント１１０および多数の端末１２０を備えるＨＲＰＤ通信
システム１００を示す。アクセスポイントは、一般に、多数の端末と通信する固定局であ
り、基地局、ノードＢ、その他とも呼ばれ得る。各アクセスポイント１１０は、特定の地
理的領域に関する通信範囲を提供し、この通信範囲内に配置される端末に対する通信をサ
ポートする。アクセスポイント１１０は、これらのアクセスポイントに関する調整および
制御を提供するシステムコントローラ１３０に結合し得る。システムコントローラ１３０
は、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、パケット制御機能（ＰＣＦ）、パケットデータサー
ビスノード（ＰＤＳＮ）、その他等のネットワークエンティティを備え得る。
　【００１５】
　端末１２０は、システム全体に分散されてよく、各端末は固定または移動体であってよ
い。端末は、アクセス端末、移動局、ユーザ装置、加入者ユニット、局、その他とも呼ば
れ得る。端末は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線デバイス、携帯用デバイス、
無線モデム、ラップトップ型コンピュータ、その他であってよい。端末は、あらゆるＨＲ
ＰＤ改定をサポートしてよい。ＨＲＰＤでは、任意の所与の瞬間に端末が１つのアクセス
ポイントからの順方向リンク上の送信を受信してよく、１つ以上のアクセスポイントに逆
方向リンク上の送信を送信してよい。順方向リンク（または下りリンク）は、アクセスポ
イントから端末への通信リンクを示し、逆方向リンク（または上りリンク）は、端末から
アクセスポイントへの通信リンクを示す。
　【００１６】
　図２は、ＨＲＰＤでの順方向リンク上のＣＤＭをサポートする単一キャリアスロット構
造２００を示す。送信時系列は、スロットに分割されている。各スロットは、１．６６７
ミリ秒（ｍｓ）の継続時間を有し、２０４８チップにわたる。各チップは、１．２２８８
メガチップ／秒（Ｍｃｐｓ）のチップ速度に関して８１３．８ナノ秒（ｎｓ）の継続時間
を有する。各スロットは、２つの同一の半スロットに分割される。各半スロットは、（i
）半スロットの中央にあるパイロットセグメントおよびこのパイロットセグメントの両側
の２つの媒体アクセス制御（ＭＡＣ）セグメントから構成されるオーバーヘッドセグメン
トと、（ii）このオーバーヘッドセグメントの両側の２つのトラヒックセグメントとを備
えている。トラヒックセグメントは、トラヒックチャネルセグメント、データセグメント
、データフィールド、その他とも呼ばれ得る。パイロットセグメントは、パイロットを搬
送し、９６チップの継続時間を有する。各ＭＡＣセグメントは、シグナリング（例えば、
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逆電力制御（ＲＰＣ）情報）を搬送し、６４チップの継続時間を有する。各トラヒックセ
グメントは、トラヒックデータ（例えば、特定の端末に関するユニキャストデータ、ブロ
ードキャストデータ、その他）を搬送し、４００チップの継続時間を有する。
　【００１７】
　ＨＲＰＤ　Ｒｅｖｓ．０、ＡおよびＢは、トラヒックセグメントで送信されるデータに
関してＣＤＭを使用する。トラヒックセグメントは、アクセスポイントによってサービス
提供される１以上の端末に関するＣＤＭデータを搬送し得る。各端末に関するトラヒック
データは、その端末から受信されたチャネルフィードバックによって決定されるコーディ
ングおよび変調パラメータに基づいて処理され、データシンボルを生成し得る。１つ以上
の端末に関するデータシンボルは、逆多重化され、１６チップのウォルシュ関数（Walsh 
functions）またはコードで覆われ、そのトラヒックセグメントに関するＣＤＭデータを
生成する。ＣＤＭデータは、そのようにしてウォルシュ関数を使用して時間領域で生成さ
れる。ＣＤＭトラヒックセグメントは、ＣＤＭデータを搬送するトラヒックセグメントで
ある。
　【００１８】
　トラヒックセグメントで送信されるデータに対してＯＦＤＭおよび／または単一キャリ
ア周波数分割多重化（ＳＣ－ＦＤＭ）を使用することが望ましいであろう。ＯＦＤＭおよ
びＳＣ－ＦＤＭは、利用可能な帯域幅を、トーン、ビン、その他とも呼ばれる多数の直交
副搬送波に分割する。各副搬送波は、データで変調され得る。一般に、変調シンボルは、
ＯＦＤＭによって周波数領域で送信され、ＳＣ－ＦＤＭによって時間領域で送信される。
ＯＦＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、周波数選択性フェーディングによって生じるシンボル間
干渉（ＩＳＩ）に容易に対処する能力等の所定の望ましい特性を有する。さらに、独立し
て各副搬送波に適用し得て、従って、周波数選択的チャネルで良質の性能をもたらし得る
ＭＩＭＯおよびＳＤＭＡを、ＯＦＤＭは効果的にサポートすることが可能である。明確化
のために、データを送信するためのＯＦＤＭの使用が以下で説明されている。
　【００１９】
　ＨＲＰＤ　Ｒｅｖｓ．０、ＡおよびＢとの下位互換性を維持しながらＯＦＤＭをサポー
トすることが望ましいであろう。ＨＲＰＤでは、トラヒックセグメントはサービス提供さ
れている端末だけによって復調され得るのに対し、パイロットおよびＭＡＣセグメントは
全ての動作中の端末によって復調され得る。それゆえに、下位互換性は、パイロットおよ
びＭＡＣセグメントを保持し、トラヒックセグメントを修正することによって達成され得
る。ＯＦＤＭデータは、所与の４００チップトラヒックセグメントのＣＤＭデータを、４
００チップ以下の総継続時間を有する１つ以上のＯＦＤＭシンボルに置換することによっ
てＨＲＰＤ波形で送信され得る。
　【００２０】
　図３Ａは、ＨＲＰＤでＯＦＤＭをサポートする単一キャリアスロット構造３００を示す
。単純化のために、１つの半スロットだけが図３Ａで示されている。半スロットは、（i
）半スロットの中央にある９６チップのパイロットセグメントおよびこのパイロットセグ
メントの両側の２つの６４チップのＭＡＣセグメントから構成されるオーバーヘッドセグ
メントと、（ii）このオーバーヘッドセグメントの両側の２つのトラヒックセグメントと
を備えている。一般に、各トラヒックセグメントは、１つ以上のＯＦＤＭシンボルを搬送
し得る。図３Ａで示される例では、各トラヒックセグメントが２つのＯＦＤＭシンボルを
搬送し、各ＯＦＤＭシンボルは、２００チップの継続時間を有し、２００チップの１つの
ＯＦＤＭシンボル周期で送信される。
　【００２１】
　図３Ｂは、ＨＲＰＤでＣＤＭおよびＯＦＤＭをサポートする単一キャリアスロット構造
３０２を示す。半スロットは、（i）９６チップのパイロットセグメントおよび２つの６
４チップのＭＡＣセグメントから構成されるオーバーヘッドセグメントと、（ii）このオ
ーバーヘッドセグメントの両側の２つのトラヒックセグメントとを備えている。一設計で
は、ＣＤＭまたはＯＦＤＭが各トラフィックセグメントに関して選択され得る。この設計
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では、各トラヒックセグメントは、ＣＤＭが選択される場合、ＣＤＭデータを、またはＯ
ＦＤＭが選択される場合、１つ以上のＯＦＤＭシンボルを搬送し得る。別の設計では、１
つのトラヒックセグメントは、ＣＤＭデータおよびＯＦＤＭデータを共に搬送し得る。例
えば、１つのトラヒックセグメントは、このトラヒックセグメントの半分でＣＤＭデータ
を、このトラヒックセグメントの別の半分で１つ以上のＯＦＤＭシンボルを搬送し得る。
　【００２２】
　一般に、ＯＦＤＭシンボルは、種々のＯＦＤＭシンボルの数秘術（numerologies）また
は設計に基づいて生成され得る。各ＯＦＤＭシンボル数秘術は、ＯＦＤＭシンボル継続時
間、副搬送波の数、周期的プレフィックス長、その他等の関連パラメータに関する特定の
値に関連する。ＯＦＤＭシンボル継続時間は、トラヒックセグメントを完全に利用するた
めに、４００チップのトラヒックセグメントの整数の約数であるべきである。さらに、Ｏ
ＦＤＭのサンプルレートは、アクセスポイントおよび端末での処理を単純化するために、
ＣＤＭデータに関するチップ転送速度の整数の倍数であるべきである。
　【００２３】
　表１は、ＨＲＰＤに関する３つの例示的ＯＦＤＭシンボル数秘術を載せている。（i）
整数個のＯＦＤＭシンボルがトラヒックセグメントで送信され、（ii）ＯＦＤＭシンボル
に関するサンプルレートがＣＤＭデータに関するチップ速度の整数の倍数であるように、
これらの数秘術は、ＨＲＰＤスロット構造およびチップ速度と両立するように選択される
。さらに、離散フーリエ変換（ＤＦＴ）サイズを決定する、副搬送波の総数がＯＦＤＭシ
ンボルの効果的な生成を可能にするように、この数秘術は選択される。これらの数秘術に
関し、副搬送波の総数は、２の累乗ではないが、小さい素因数を有する。例えば、９０の
副搬送波は、２、３、３および５の素因数によって取得される。小さい素因数は、ＯＦＤ
Ｍシンボルを生成するための効果的な混合基底高速フーリエ変換（ＦＦＴ）の実装を可能
にし得る。表１に示される数秘術は、ＨＲＰＤ順方向リンク波形でのＯＦＤＭデータの効
果的な埋め込みを可能にする。
　　【表１】
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　【００２４】
　表１のＯＦＤＭシンボル数秘術のいずれもが、トラヒックセグメントのＣＤＭデータを
ＯＦＤＭデータに置換するために使用され得る。これらのＯＦＤＭシンボル数秘術は、ド
ップラー分散および多経路遅延許容（multipath delay tolerance）に関して異なるトレ
ードオフを提供する。数秘術１は、数秘術２および３と比べて、最大の副搬送波間隔およ
び最短の周期的プレフィックスを有する。それゆえに、数秘術１は、（より大きい副搬送
波間隔に起因して）より優れたドップラー許容を提供し得て、（最短の周期的プリフィッ
クスに起因して）より低い遅延許容を犠牲にして高速自動車チャネル（high-speed vehic
ular channels）での高スペクトル効率を可能にし得る。数秘術３は、数秘術１および２
と比べて、最小の副搬送波間隔および最長の周期的プレフィックスを有する。それゆえに
、数秘術３は、（より小さい副搬送波間隔に起因して）より低いドップラー許容だが（よ
り長い周期的プリフィックスに起因して）より高い遅延許容を提供し得て、それらは、リ
ピータによって誘発されるような大きな多経路遅延の存在下で高いスペクトル効率を可能
にし得る。
　【００２５】
　トラヒックセグメントに対して他のＯＦＤＭシンボル数秘術が同様に使用され得る。一
般に、ＯＦＤＭシンボル数秘術は、（i）ＯＦＤＭシンボル継続時間およびサンプルレー
トがＨＲＰＤスロット形式およびチップ速度と各々両立し、（ii）ＤＦＴサイズが効果的
なＯＦＤＭシンボル生成を可能にするように、選択され得る。これによって、次に、効果
的および下位互換性のあるやり方で、ＨＲＰＤ順方向リンク波形のＣＤＭデータをＯＦＤ
Ｍデータに置換することが可能になり得る。ＣＤＭデータは、各トラヒックセグメントで
選択的にＯＦＤＭデータに置換され得る。オーバーヘッドセグメントは、下位互換性のた
めに維持され得る。
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　【００２６】
　一設計では、固定のＯＦＤＭシンボル数秘術が、ＯＦＤＭデータを搬送する全てのトラ
ヒックセグメントに対して使用される。端末は、推測的にこのＯＦＤＭシンボル数秘術を
知り得て、数秘術のシグナリングを何もなしでＯＦＤＭデータを変調することが可能であ
り得る。
　【００２７】
　別の設計では、ＯＦＤＭデータを搬送する所与のトラヒックセグメントに対して設定可
能なＯＦＤＭシンボル数秘術が使用され得る。数秘術のセット（例えば、表１にリストア
ップされている）がサポートされ得る。
　【００２８】
　異なる端末に対して異なる数秘術が使用され得る。各端末に対して、その端末のチャネ
ル状況に基づいて適切な数秘術が選択され得る。例えば、数秘術１が高速で移動する端末
に対して使用されてよく、大きい多経路遅延分散を有する端末に対して数秘術３が使用さ
れてよく、中程度の速度および／または中程度の多経路遅延分散を有する端末に対して数
秘術２が使用されてよい。
　【００２９】
　図４は、ＨＲＰＤでＣＤＭをサポートする多数キャリアスロット構造４００を示す。Ｈ
ＲＰＤ　Ｒｅｖ．Ｂで、所与のスペクトル割り当てを満たす多数キャリアＨＲＰＤ波形を
取得するために、多数の１ｘＨＲＰＤ波形が周波数領域で多重化され得る。図４に示され
る例では、３つのＨＲＰＤキャリア１、２および３に関する３つの１ｘＨＲＰＤ波形が５
ＭＨｚスペクトル割り当てに周波数多重化されている。各１ｘＨＲＰＤ波形が異なるキャ
リアに対して生成され、約１．２５ＭＨｚを占有する。これら３つの１ｘＨＲＰＤ波形は
、近似的に３×１．２５＝３．７５ＭＨｚを占有し、それは、５ＭＨｚスペクトル割り当
ての両端に非常に大きいガード帯域を残し得る。隣接するキャリアの間の間隔はＨＲＰＤ
で特定されないが、通常、隣接する１ｘＨＲＰＤ波形の間に小さい遷移帯域を設けるよう
に選択される。
　【００３０】
　図４に示されるように、多数キャリアＨＲＰＤ波形は、３つのキャリアに対し、各半ス
ロットに３つのオーバーヘッドセグメントおよび６つのトラヒックセグメントを備えてい
る。各トラヒックセグメントは、図４に示されるように、ＣＤＭデータを搬送し得る。多
数キャリアＨＲＰＤ波形の各トラヒックセグメントのＣＤＭデータは、選択的にＯＦＤＭ
データに置換され得る。さらに、多数キャリアＨＲＰＤ波形のトラヒックおよびオーバー
ヘッドセグメントは、スペクトル割り当てを効果的に利用するために配置され得る。
　【００３１】
　図５は、ＨＲＰＤでＣＤＭおよびＯＦＤＭをサポートする多数キャリアスロット構造５
００を示す。図５に示される例では、３つのＨＲＰＤキャリアが５ＭＨｚのスペクトル割
り当てで送信され、帯域幅利用を向上させるためにできるだけ近接した間隔にされている
。各ＨＲＰＤキャリアに関し、各半スロットは、（i）パイロットおよびＭＡＣセグメン
トから構成されるオーバヘッドセグメントと、（ii）このオーバーヘッドセグメントの両
側の２つのトラヒックセグメントとを備えている。ＨＲＰＤキャリア１は、オーバーヘッ
ドセグメントの左右にトラヒックセグメント（ＴＳ）１ａおよび１ｂを備え、ＨＲＰＤキ
ャリア２は、オーバーヘッドセグメントの左右にトラヒックセグメント２ａおよび２ｂを
備え、ＨＲＰＤキャリア３は、オーバーヘッドセグメントの左右にトラヒックセグメント
３ａおよび３ｂを備えている。各ＨＲＰＤキャリアに関する各トラヒックセグメントは、
ＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを搬送し得る。
　【００３２】
　５ＭＨｚのスペクトル割り当てへの３－キャリアＨＲＰＤの場合、ＯＦＤＭシンボルは
、図５に示されるように、ｎ＝４に対し、４×１．２２８８＝４．９１５２Ｍｃｐｓのサ
ンプルレートで生成され得る。そしてＯＦＤＭシンボルは、５ＭＨｚスペクトル割り当て
の大部分を占有し得る。代替的に、ＯＦＤＭシンボルがｎ＝３に対して３×１．２２８８
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＝３．６８６４Ｍｃｐｓのサンプルレートで生成されてよく、それは図５に示されていな
い。
　【００３３】
　ＯＦＤＭシンボルは、トラヒック区間の各ＯＦＤＭシンボル周期毎に生成されてよい。
各ＯＦＤＭシンボル周期は、表１のＯＦＤＭシンボル数秘術２では２００チップである。
　【００３４】
　ＯＦＤＭシンボルは、（i）ＯＦＤＭに対して使用されるトラヒックセグメントに対応
する副搬送波および（ii）スペクトル割り当ての両端にある残りの使用可能な副搬送波上
をＯＦＤＭデータを搬送し得る。ＯＦＤＭシンボルは、さらに、ＣＤＭデータを有するト
ラヒックセグメントに対応する副搬送波上をゼロにし得る。ＯＦＤＭシンボルは、０以上
のＨＲＰＤキャリアに対する０以上のトラヒックセグメントでＣＤＭデータを選択的に置
換し得るＯＦＤＭデータをそのようにして搬送し得る。ＯＦＤＭは、５ＭＨｚスペクトル
割り当てでの利用可能なスペクトルのより優れた利用を可能にする。
　【００３５】
　ＨＲＰＤキャリアの間の間隔は、ＣＤＭに対して使用されるパルス整形フィルタ、ＣＤ
Ｍデータおよび／またはＯＦＤＭデータが生成されるやり方、その他等の種々の要因に基
づいて選択され得る。送信なしの副搬送波であるガード副搬送波が、スペクトル割り当て
の両端で使用され得る。帯域端でのガード副搬送波の数は、スプリアス放射（spurious e
mission）要件および／または他の要因に基づいて選択され得る。
　【００３６】
　図６は、ＨＲＰＤでＣＤＭおよびＯＦＤＭをサポートし、利用可能な帯域幅をさらに充
分に利用する多数キャリアスロット構造６００を示す。スロット構造６００は、図５のス
ロット構造５００のトラヒックおよびオーバーヘッドセグメントの全てを備えている。ス
ロット構造６００は、２２４チップのオーバヘッド区間のパイロットまたはＭＡＣセグメ
ントのために使用されないスペクトル部分にＯＦＤＭデータをさらに備えている。
　【００３７】
　さらなるＯＦＤＭシンボル数秘術が、パイロットおよびＭＡＣセグメントを覆う２２４
チップのオーバーヘッド区間に対して規定され得る。（i）整数個のＯＦＤＭシンボルが
オーバーヘッド区間で送信され、（ii）ＯＦＤＭシンボルに対するサンプルレートがチッ
プ速度の整数倍であるように、これらの数秘術が選択され得る。表２は、オーバーヘッド
区間に関する２つの例示的ＯＦＤＭシンボル数秘術を載せている。オーバーヘッド区間で
送信されるＯＦＤＭシンボルは、それらの継続時間が、表１の対応する数秘術でトラヒッ
ク区間で送信される「通常の」ＯＦＤＭシンボルの継続時間より長いため、「長い」ＯＦ
ＤＭシンボルと呼ばれる
　　【表２】
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　【００３８】
　オーバーヘッド区間に対して別のＯＦＤＭシンボル数秘術が同様に用いられ得る。一般
に、ＯＦＤＭシンボル数秘術は、（i）ＯＦＤＭシンボル継続時間およびサンプルレート
がＨＲＰＤスロット形式およびチップ速度と各々両立し、（ii）ＤＦＴサイズが効果的な
ＯＦＤＭシンボル生成を可能にするように、選択され得る。
　【００３９】
　以下で説明されるように、ＯＦＤＭシンボルは、オーバーヘッド区間の各ＯＦＤＭシン
ボル周期毎に生成され得る。ＯＦＤＭシンボルは、パイロットおよびＭＡＣセグメントの
ために使用されない帯域幅部分に対応する副搬送波のＯＦＤＭデータを搬送し得る。ＯＦ
ＤＭシンボルは、パイロットおよびＭＡＣセグメントに対応する副搬送波上をゼロにし得
る。オーバーヘッド区間に１つ以上の長いＯＦＤＭシンボルを使用することによって全体
のスペクトル利用が改善され得る。
　【００４０】
　図５および６に示される設計では、４つの論理チャネルＣｈ１、Ｃｈ２、Ｃｈ３および
Ｃｈ４がトラヒックセグメントに関して規定され得る。これらの論理チャネルは、データ
チャネル、トラックチャネル、その他とも呼ばれ得る。論理チャネルＣｈ１は、ＨＲＰＤ
キャリア１上を送信されるトラヒックセグメント１ａおよび１ｂを備えてよく、論理チャ
ネルＣｈ２は、ＨＲＰＤキャリア２上を送信されるトラヒックセグメント２ａおよび２ｂ
を備えてよく、論理チャネルＣｈ３は、ＨＲＰＤキャリア３上を送信されるトラヒックセ
グメント３ａおよび３ｂを備えてよく、論理チャネルＣｈ４は、残りの使用可能なスペク
トル上を送信されるトラヒックセグメント４ａ、４ｂおよび４ｃを備えてよい。論理チャ
ネルＣｈ１、Ｃｈ２およびＣｈ３は、従って、ＨＲＰＤキャリア１、２および３と重なり
合う副搬送波と各々対応する。論理チャネルＣｈ１、Ｃｈ２およびＣｈ３は、各スロット
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、各半スロット、その他のＣＤＭとＯＦＤＭとを切り替えてよい。論理チャネルＣｈ４は
、関連するＨＲＰＤキャリアを有さず、帯域幅利用を改善するために使用され得る。さら
に、論理チャネルＣｈ４は、各論理サブチャネルが副搬送波の連続セットを備えるように
、２つの論理サブチャネル、例えば下側Ｃｈ４および上側Ｃｈ４に分割されてよい。これ
らの論理チャネルは、独立してスケジューリングされてよい。例えば、各論理チャネルは
、その論理チャネルに関する端末から受信されたチャネル品質フィードバックに基づいて
スケジューリングされてよい。
　【００４１】
　一般に、任意の数のＨＲＰＤキャリアが所与のスペクトル割り当てで送信されてよい。
各ＨＲＰＤキャリア毎に、各トラヒックセグメントがＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータ
を搬送し得る。ＯＦＤＭデータは、さらに、ＨＲＰＤキャリアによって使用されない残り
の使用可能なスペクトルで送信されてよい。
　【００４２】
　図７は、５ＭＨｚスペクトル割り当てでの単一ＨＲＰＤキャリアに対してＯＦＤＭおよ
びＣＤＭをサポートするスロット構造７００を示す。図７に示される例では、単一ＨＲＰ
Ｄキャリアが５ＭＨｚスペクトル割り当ての一方の端の近くに配置されている。図２～６
で上述されたように、ＨＲＰＤキャリアに関するパイロットおよびＭＡＣセグメントが生
成され、半スロットの中央で送信される。ＨＲＰＤキャリアの各トラヒックセグメントは
、ＣＤＭデータまたはＯＦＤＭデータを搬送し得る。
　【００４３】
　ＯＦＤＭスペクトルは、ＨＲＰＤキャリアを除く、スペクトル割り当ての全ての使用可
能なスペクトルを備えるように規定され得る。図７に示される例では、ＯＦＤＭスペクト
ルは、ＨＲＰＤキャリアの両側の使用可能なスペクトルを備える。通常および長いＯＦＤ
Ｍシンボルが拡張され、ＯＦＤＭスペクトルのデータを搬送するために使用されてよい。
トラヒックデータ、シグナリングおよびパイロットは、任意の方法で、例えば、単にＯＦ
ＤＭまたはＯＦＤＭＡを用いるシステムで一般的に使用される任意の技術を使用して、Ｏ
ＦＤＭスペクトルで送信されてよい。例えば、パイロットおよびシグナリングは、任意の
副搬送波およびシンボル周期上を任意の方法で送信されてよい。さらに、利用可能な副搬
送波およびシンボル周期は、任意の数の端末に割り当てられてよく、データがスケジュー
リングされた端末に任意のやり方で送信されてよい。
　【００４４】
　図７に示される設計では、２つの論理チャネルＣｈ１およびＣｈ２が規定されている。
論理チャネルＣｈ１は、ＨＲＰＤキャリア１上を送信されるトラヒックセグメント１ａお
よび１ｂを備え、論理チャネルＣｈ２は、ＯＦＤＭスペクトル上を送信されるトラヒック
セグメント２ａ～２ｆを備えている。論理チャネルＣｈ１は、各スロット、各半スロット
、その他のＣＤＭとＯＦＤＭとを切り替えてよい。論理チャネルＣｈ２は、いずれのＨＲ
ＰＤキャリアにも結合されておらず、ＯＦＤＭデータだけを搬送するための純粋なＯＦＤ
Ｍモードで動作され得る。トラヒックデータ、シグナリング、および／またはパイロット
は、論理チャネルＣｈ２上を任意のやり方でＯＦＤＭで送信され得る。
　【００４５】
　図８は、５ＭＨｚスペクトル割り当てでのＯＦＤＭをサポートするＨＲＰＤスロット構
造８００を示す。図８に示される例では、スペクトル割り当ては、ＨＲＰＤキャリアを備
えない。通常および長いＯＦＤＭシンボルが、帯域の端にあるガード副帯域を除く、全部
の利用可能なスペクトルでデータを送信するために使用され得る。論理チャネルＣｈ１は
、全部の使用可能なスペクトルを網羅するように規定され得る。論理チャネルＣｈ１は、
あたかもそれがＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシステムに対するものであるかのように動作してよ
く、フラッシュＯＦＤＭ（登録商標）、ＩＥＥＥ８０２．２０、ＬＴＥ、その他等の他の
ＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡ技術からの設計要素を組み込んでよい。論理チャネルＣｈ１の時間
周波数リソースは、トラヒックデータに関して使用されるトラヒックリソース、シグナリ
ングに関して使用されるシグナリングリソース、パイロットに関するパイロットリソース
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、その他に分割され得る。シグナリングリソースは、端末をスケジューリングし、このス
ケジューリングされた端末にトラヒックリソースを割り当てるために使用され得る。さら
に、シグナリングリソースは、混成自動再送信（Ｈ－ＡＲＱ）フィードバック、出力制御
、その他を容易にするために使用され得る。フラッシュＯＦＭＤ（登録商標）、ＩＥＥＥ
８０２．２０、ＬＴＥおよび／または他のＯＦＤＭ／ＯＦＤＭＡシステムの種々の構造的
要素およぶ物理層特性が論理チャネルＣｈ１に対して用いられ得る。
　【００４６】
　図９は、図１のアクセスポイントおよび端末のうちの１つである、アクセスポイント１
１０および端末１２０の一設計のブロック図を示す。単純化のために、順方向リンク上の
送信に関する処理装置だけが図９に示されている。
　【００４７】
　アクセスポイント１１０で、ＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０が、以下で説明
されるように、トラヒックデータおよびシグナリングを受信および処理し、出力サンプル
を提供する。送信機（ＴＭＴＲ）９２２が出力サンプルを処理（例えば、アナログに変換
、増幅、フィルタリング、および周波数を高い周波数に変換）し、順方向リンク信号を生
成し、順方向リンク信号がアンテナ９２４を介して送信される。端末１２０で、アンテナ
９５２がアクセスポイント１１０からの順方向リンク信号を受信し、受信された信号を受
信機（ＲＣＶＲ）９５４に提供する。受信機９５４は、受信された信号を処理（例えば、
フィルタリング、増幅、周波数を低い周波数に変換、およびディジタル化）し、受信サン
プルを提供する。ＲＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９６０は、以下で説明されるように
、ＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭ９２０による処理と相補的なやり方で受信サンプルを処理し、
端末１２０に関して受信されたシグナリングおよび復号されたデータを提供する。
　【００４８】
　コントローラ９３０および９７０は、アクセスポイント１１０および端末１２０での動
作を各々、指示する。メモリ９３２および９７２は、各々、アクセスポイント１１０およ
び端末１２０に関するプログラムコードおよびデータを記憶する。
　【００４９】
　図１０は、図１のＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０の一設計である、ＴＸ　Ｃ
ＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０ａのブロック図を示す。プロセッサ９２０ａは、（i）
ＣＤＭデータおよびオーバーヘッドデータを搬送するＣＤＭ波形を生成するＣＤＭプロセ
ッサ１０１０と、（ii）ＯＦＤＭデータを搬送するＯＦＤＭ波形を生成するＯＦＤＭプロ
セッサ１０５０とを備えている。
　【００５０】
　ＣＤＭプロセッサ１０１０内で、符号器／インタリーバ１０１２が、ＣＤＭを使用して
送信されるべきトラヒックデータを受信し、コーディング方式に基づいて該トラヒックデ
ータを符号化し、符号化されたデータをインタリーブ（または並べ替え）する。シンボル
マッパ１０１４が、変調方式に基づいて、インタリーブされたデータをデータシンボルに
マッピングする。デマルチプレクサ（Ｄｅｍｕｘ）１０１６がデータシンボルを多数（例
えば、１６）のストリームに逆多重化する。ウォルシュカバーユニット１０１８が、異な
る１６チップのウォルシュコードを用いて各データシンボルストリームをカバーまたはチ
ャネル化して、対応するデータチップストリームを取得する。加算器１０２０が、多数の
ウォルシュコードに対する多数（例えば、１６）のデータチップストリームを加算し、チ
ップ速度でのＣＤＭデータを提供する。ＴＸ　オーバーヘッドプロセッサ１０２２が、Ｍ
ＡＣセグメントに関するシグナリングとパイロットセグメントに関するパイロットデータ
を受信し、オーバーヘッドセグメントに関する、チップ速度でのオーバーヘッドデータを
生成する。ＴＤＭマルチプレクサ（Ｍｕｘ）１０２４が、加算器１０２０からのＣＤＭデ
ータとプロセッサ１０２２からのオーバーヘッドデータを受信し、ＣＤＭデータを搬送す
るトラヒックセグメントにＣＤＭデータを提供し、オーバーヘッドセグメントにオーバー
ヘッドデータを提供する。乗算器１０２６が、アクセスポイントに関する疑似雑音（ＰＮ
）を用いてＴＤＭマルチプレクサ１０２４の出力を乗算し、チップ速度での出力チップを
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提供する。パルス整形フィルタ１０２８が、出力チップをフィルタリングし、１つのＨＲ
ＰＤキャリアに関するＣＤＭ波形を提供する。多数のＨＲＰＤキャリアに関する多数のＣ
ＤＭ波形は、ＣＤＭプロセッサ１０１０の多数のインスタンスを用いて生成され得る。こ
れらの多数のＣＤＭ波形は、ディジタル領域またはアナログ領域の適切な周波数へと高い
周波数に変換される。
　【００５１】
　ＯＦＤＭプロセッサ１０５０内で、符号器／インタリーバ１０５２が、ＯＦＤＭを使用
して送信されるべきトラヒックデータを受信し、コーディング方式に基づいて該トラヒッ
クデータを符号化し、符号化されたデータをインタリーブする。シンボルマッパ１０５４
が、インタリーブされたデータをデータシンボルにマッピングする。シンボルから副搬送
波へのマッパ１０５６が、データシンボルをＯＦＤＭに関して使用される副搬送波にマッ
ピングする。ゼロ挿入ユニット１０５８が、ＯＦＤＭに関して使用されない副搬送波、例
えば、ＣＤＭトラヒックセグメントおよびオーバーヘッドセグメント、ヌル副搬送波、な
らびにガード副搬送波の上に（ゼロの信号値を有する）ゼロシンボルを挿入する。逆離散
フーリエ変換（ＩＤＦＴ）ユニット１０６０が、各ＯＦＤＭシンボル周期のＫ個の全副搬
送波に関するデータシンボルおよびゼロシンボルにＫ－点ＩＤＦＴを実行し、Ｋ個の時間
領域サンプルを備える有用部分を提供する。Ｋは、ＯＦＤＭシンボル数秘術に依存し、通
常および長いＯＦＤＭシンボルに対して表１および２で与えられている。周期的プリフィ
ックス挿入ユニット１０６２が、有用部分の最後のＣ個のサンプルをコピーし、これらＣ
個のサンプルを有用部分の前に付加して、サンプルレートでＫ＋Ｃ個のサンプルを備える
ＯＦＤＭシンボルを形成する。サンプルレートは、チップ速度のｎ倍であり得て、ここで
、ｎは１、２、３、４、他と等しくてよい。繰り返される部分は、周期的プリフィックス
と呼ばれ、周波数選択性フェーディングによって生じるＩＳＩに対処するために使用され
る。窓化／パルス整形フィルタ１０２８が、ユニット１０６２からのサンプルを窓化およ
びフィルタリングし、ＯＦＤＭ波形を提供する。加算器１０７０がＣＤＭプロセッサ１０
１０からのＣＤＭ波形とＯＦＤＭプロセッサ１０５０からのＯＦＤＭ波形とを加算し、出
力波形を提供する。
　【００５２】
　図１１は、図１のＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０の別の設計である、ＴＸ　
ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０ｂのブロック図を示す。プロセッサ９２０ｂは、ＣＤ
Ｍに関して使用される副搬送波にＣＤＭデータをマッピングし、ＯＦＤＭに関して使用さ
れる副搬送波にＯＦＤＭデータをマッピングする。プロセッサ９２０ｂは、次に、マッピ
ングされたＣＤＭデータおよびＯＦＤＭデータに基づいて出力波形を生成する。
　【００５３】
　プロセッサ９２０ｂ内で、ＴＸ　ＣＤＭプロセッサ１１１０がＣＤＭを使用して送信さ
れるべきトラヒックデータ、シグナリング、およびパイロットを受信および処理し、出力
チップを提供する。プロセッサ１１１０は、図１０のユニット１０１２～１０２６を備え
得る。ＤＦＴユニット１１１２は、各ＯＦＤＭシンボル周期で出力チップにＬ－点ＤＦＴ
を実行し、Ｌ個の副搬送波に関するＬ個の周波数領域シンボルを提供する。Ｌは、ＨＲＰ
Ｄキャリアに対応する副搬送波の数であり、ＯＦＤＭシンボル数秘術に依存し得る。
　【００５４】
　符号器／インタリーバ１１２０およびシンボルマッパ１１２２が、ＯＦＤＭを使用して
送信されるべきトラヒックデータを処理し、データシンボルを提供する。シンボルから副
搬送波マッパ１１３０が、ＤＦＴユニット１１１２からの周波数領域シンボルをＣＤＭに
関して使用される副搬送波にマッピングし、さらに、シンボルマッパ１１２２からのデー
タシンボルをＯＦＤＭに関して使用される副搬送波にマッピングする。ゼロ挿入ユニット
１１３２が、ＣＤＭまたはＯＦＤＭに関して使用されない副搬送波、例えば、ヌルおよび
ガード副搬送波にゼロを挿入する。ＩＤＦＴユニット１１３４が、各ＯＦＤＭシンボル周
期に関するＫ個のシンボルにＫ－点ＩＤＦＴを実行し、Ｋ個の時間領域サンプルを備える
有用部分を提供する。周期的プリフィックス挿入ユニット１１３６が、有用部分に周期的
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プリフィックスを挿入し、サンプルレートでＫ＋Ｃ個のサンプルを備えるＯＦＤＭシンボ
ルを提供する。窓化／パルス整形フィルタ１１３８が、ユニット１１３６からのサンプル
を窓化およびフィルタリングし、出力波形を提供する。フィルタ１１３６は、図１０のフ
ィルタ１０２８より鋭いスペクトルロールオフを提供し得て、それはスペクトル割り当て
のより良い利用を可能にし得る。
　【００５５】
　図１２は、図９のＲＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９６０の一設計であるＲＸ　ＣＤ
Ｍ／ＯＦＤＭプロセッサ９６０ａのブロック図を示す。プロセッサ９６０ａは、図１０の
ＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０ａによって生成される出力波形を受信するため
に使用され得る。
　【００５６】
　ＣＤＭデータを回復するために、フィルタ１２１２は、受信機９５４から受信されたサ
ンプルを取得し、受信されたサンプルをフィルタリングして、興味のあるＨＲＰＤキャリ
アの外側のスペクトル構成要素を除去し、サンプルレートからチップ速度への変換を実行
し、フィルタリングされたチップを提供する。乗算器１２１４が、アクセスポイントによ
って使用されるＰＮシーケンスを用いて、フィルタリングされたチップを乗算し、入力チ
ップを提供する。ＴＤＭデマルチプレクサ１２１６が、パイロットセグメントに関する入
力チップをチャネル推定器１２１８に提供し、ＭＡＣセグメントに関する入力チップをＲ
Ｘオーバーヘッドプロセッサ１２２０に提供し、ＣＤＭデータを搬送するトラヒックセグ
メントに関する入力チップをウォルシュデカバーユニット１２２２に提供する。チャネル
推定器１２１８が、受信されたパイロットに基づいてチャネル推定を導出する。ユニット
１２２２が、ＣＤＭデータに関して使用される各ウォルシュコードに関して入力サンプル
をデカバーまたはデチャネル化し、受信されたシンボルを提供する。マルチプレクサ１２
２４が、全てのウォルシュコードに関して受信されたシンボルを多重化する。データ復調
器（Ｄｅｍｏｄ）１２２６が、チャネル推定を用いて受信されたシンボルにコヒーレント
検出を実行し、ＣＤＭを用いて送信されるデータシンボルの推定であるデータシンボル推
定を提供する。デインタリーバ／復号器１２２８が、データシンボル推定をデインタリー
ブおよび復号し、ＣＤＭに関する復号されたデータを提供する。ＲＸオーバーヘッドプロ
セッサ１２２０がＭＡＣセグメントに関する入力チップを処理し、受信されたシグナリン
グを提供する。
　【００５７】
　ＯＦＤＭデータを回復するために、周期的プリフィックス除去ユニット１２５２が、各
ＯＦＤＭシンボル周期でＫ＋Ｃ個の受信されたサンプルを取得し、周期的プリフィックス
を除去し、有用部分に関するＫ個の受信されたサンプルを提供する。ＤＦＴユニット１２
５４が、Ｋ個の受信されたサンプルにＫ－点ＤＦＴを実行し、Ｋ個の全副搬送波に関する
Ｋ個の受信されたシンボルを提供する。シンボルから副搬送波デマッパ１２５６が、Ｋ個
の全副搬送波に関する受信されたシンボルを取得し、ＯＦＤＭに関して使用される副搬送
波に関する受信されたデータシンボルをデータ復調器１２５８に提供し、受信されたパイ
ロットシンボルをチャネル推定器１２１８に提供し得る。データ復調器１２５８が、チャ
ネル推定器１２１８からのチャネル推定を用いて受信されたデータシンボルにデータ検出
（例えば、整合フィルタリング、均等化、その他）を実行し、ＯＦＤＭを用いて送信され
るデータシンボルの推定であるデータシンボル推定を提供する。デインタリーバ／復号器
１２６０が、データシンボル推定をデインタリーブおよび復号し、ＯＦＤＭに関する復号
されたデータを提供する。
　【００５８】
　図１３は、図９のＲＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９６０の別の設計であるＲＸ　Ｃ
ＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９６０ｂのブロック図を示す。プロセッサ９６０ｂは、図１１
のＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサ９２０ｂによって生成される出力波形を受信するた
めに使用され得る。プロセッサ９６０ｂ内で、周期的プリフィックス除去ユニット１３１
２が、各ＯＦＤＭシンボル周期でＫ＋Ｃ個の受信されたサンプルを取得し、周期的プリフ
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ィックスを除去し、有用部分に関するＫ個の受信されたサンプルを提供する。ＤＦＴユニ
ット１３１４が、Ｋ個の受信されたサンプルにＫ－点ＤＦＴを実行し、Ｋ個の全副搬送波
に関するＫ個の受信されたシンボルを提供する。シンボルから副搬送波デマッパ１３１６
が、Ｋ個の全副搬送波に関する受信されたシンボルを取得し、ＣＤＭに関して使用される
副搬送波に関する受信されたシンボルをＩＤＦＴユニット１３２０に提供し、ＯＦＤＭに
関して使用される副搬送波に関する受信されたシンボルをデータ復調器１３３０に提供す
る。
　【００５９】
　ＣＤＭデータを回復するために、ＩＤＦＴユニット１３２０が、ＯＦＤＭシンボル周期
で、ＣＤＭに関して使用される副搬送波に関するＬ個の受信されたシンボルにＬ－点ＩＤ
ＦＴを実行し、Ｌ個の時間領域サンプルを提供する。ＲＸ　ＣＤＭプロセッサ１３２２が
、時間領域サンプルを処理し、ＣＤＭに関する復号されたデータおよび受信されたシグナ
リングを提供する。プロセッサ１３２２は、図１２のユニット１２１４～１２２８を含み
得る。ＯＦＤＭデータを回復するために、データ復調器１３３０が、チャネル推定を用い
てデマッパ１３１６からの受信されたシンボルにデータ検出を実行し、データシンボル推
定を提供する。デインタリーバ／復号器１３３２が、データシンボル推定をデインタリー
ブおよび復号し、ＯＦＤＭに関する復号されたデータを提供する。
　【００６０】
　明確化のために、技術の種々の態様が、ＨＲＰＤシステムでＣＤＭおよびＯＦＤＭを用
いた順方向リンク送信に関して具体的に説明されている。この技術は、例えば、ＣＤＭと
ＳＣ－ＦＤＭ、ＣＤＭとＴＤＭとＯＦＤＭ、ＴＤＭとＯＦＤＭ、その他等の別の多重化方
式の組み合わせに関して同様に使用されてよい。この技術は、別の無線通信システムに関
して、ならびに順方向および逆方向リンクの両方に関して同様に使用されてよい。
　【００６１】
　無線システムで、単一送信毎に信頼できるデータパケット転送を保証することは非効率
であり得る。この非効率は、基礎を成すチャネル状況が送信毎に急激に変化するシステム
で特に顕著である。例えば、ＯＦＤＭシステムでは、フレーム／パケットの間で受信され
た信号対雑音比（ＳＮＲ）が広範な変動であり得、従って、各パケット送信に関する小さ
いフレーム誤り率（ＦＥＲ）を保証することを困難および非効率にしている。そのような
困難および非効率は、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、およびＣＤＭ、その他を、それらに限定され
ないが、備える直交多重アクセス技術を用いる別の通信システムにも適用される。
　【００６２】
　そのような通信システムでは、そのような非効率の低減を支援するために自動再送信／
繰返し要求（ＡＲＱ）手順等のパケット再送信機構が使用され得る。しかしながら、ＡＲ
Ｑ手順は、各パケットの通過に関して平均してより長くなり得るため、より高いパケット
待ち時間を生じさせ得る。一般に、大きいパケット待ち時間はデータトラヒックに関して
さほど問題になり得ないが、音声トラヒックまたは情報の送信に低い待ち時間を必要とす
る他の種類のアプリケーションに関して不利になり得る。さらに、システムのユーザの人
数が増加し続けるので、パケット送信待ち時間が増大すると予測される。従って、システ
ム容量を改善するために（例えば、システム処理能力またはシステムを同時に使用するユ
ーザの人数、その他に基づいて）、送信待ち時間が低くまたは小さく保持されるべきであ
る。ＡＲＱは、通常、端末が首尾よくパケットを受信したか否かを示すために肯定応答／
否定応答信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を備えている。限定ではない例として、転送されたデ
ータのチェックサムを含むハッシュ関数等の照合アルゴリズムを使用して、端末が入力パ
ケットを評価し得る。１つのそのようなハッシュ関数は周期的冗長検査（ＣＲＣ）であり
、これはパケットが誤りビットなしで正しく受信されたことを決定するために使用され得
る。ＣＲＣが首尾よく評価する場合、パケットの全てのビットは正しく、端末は、端末が
パケット再送を必要としないことを示すＡＣＫを発行し得る。ＣＲＣが不正確と評価する
場合、パケットの全てのビットが正しくない可能性があり、端末は、端末がパケット再送
を必要とすることを示すＮＡＣＫを発行し得る。



(22) JP 2009-539276 A5 2011.11.17

　【００６３】
　本発明の実施形態は、従来の順方向リンクで使用されるフルスロットでなく半スロット
を使用した順方向リンクでのパケット送信を用いる。半スロット送信は、パケットサイズ
でのより小さい粒度を可能にし、結果として、より小さいパケットの順調な送信の可能性
が高まる。待ち時間は同じであるが、より小さい粒度は、各サブパケットに対するより小
さいデータサイズと、それが所与のサブパケットを何ら再送信する必要なしに正しく送信
される可能性がより高まることとを意味する。半スロットは、パケットサイズおよび半ス
ロットのペイロードサイズに応じて、パケットまたはサブパケット（即ち、パケットの一
部）を送信し得る。本明細書で使用される「パケット」は、一般に、スロットのペイロー
ドまたは半スロットのペイロードを示す。当業者は、これらのスロットで定義されるパケ
ットが従来のデータパケットまたは従来のデータパケットのサブパケットを備え得ること
を理解するであろう。
　【００６４】
　図１４Ａは、従来のフルスロットパケットプロトコルに関するパケット送信を示す。図
１４Ｂは、本発明の実施形態による、半スロットパケットプロトコルを使用したパケット
送信を示す。図１４Ａで、各パケット（またはサブパケット）がスロットを占有し、送信
チャネルが４つのインタレースで構成され、インタレース内に同じまたは異なる端末行き
の４つの異なるデータパケットのストリームが存在し得ることを示している。
　【００６５】
　一度、パケットがアクセスポイントから端末に送信されると、その端末がＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報を備えるＡＲＱおよびで応答を開始するのに２つのスロットをとり得る。ＡＲＱ
は、図１４Ａに示されるように、継続時間の半スロットであってよく、逆方向リンクで返
され得る。従って、アクセスポイントがＮＡＣＫを受信する場合、それがパケットを再送
する最も早い機会は、元のパケットが送信されてから４つのパケット後である。結果とし
て、４つのインタレースは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に基づいて、何らかの所与のデータス
トリームが新規のパケットを送信可能であるかまたは前のパケットを再送するかの判定を
可能にする。
　【００６６】
　図１４Ａに示されるように、アクセスポイントは第１のインタレースのパケット１、パ
ケット２、パケット３、およびパケット４を送信する。パケット４の時間の間、パケット
１を受信および復号した端末が、パケット１に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を備えるＡＲ
Ｑ１で応答する。従って、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を用いて、アクセスポイントは、ＡＣＫ
が受信された場合、第１のデータストリームに関してパケット１’を新規のパケットとし
て送信してよいし、またはＮＡＣＫが受信された場合、第１のデータストリームに関して
前に送信したパケットを再送してよい。同様に、パケット１’の時間の間、第２のデータ
ストリームからのパケット２に関するＡＲＱ２が送信され、アクセスポイントは新規のパ
ケットで応答してもよいし、またはパケット２’の時間でパケットを再送してもよい。
　【００６７】
　図１４Ｂは、本発明の実施形態による、半スロットパケットプロトコルの使用に関する
パケット送信を示す。図１４Ｂで、各パケット（またはサブパケット）が半スロットを占
有し、送信チャネルは、限定でない例として、８つのインタレースで構成され得て、イン
タレース内に同じまたは異なる端末行きのデータパケットの８つの異なるストリームが存
在し得ることを示している。従って、本発明の実施形態は、所与の４スロットブロック内
により多くのデータストリームがインタレースされることを可能にする。さらに、半スロ
ット粒度は、各サブパケットに対するより小さいデータサイズと、それが所与のパケット
を再送信する必要なしに正しく送信される可能性がより高まることとを意味する。
　【００６８】
　図１４Ｂに示されるように、アクセスポイントが第１のインタレースでパケット１～８
を送信する。図１４Ａの従来のストリームと同じ待ち時間であるパケット７の時間の間、
パケット１を受信および復号した端末が、パケット１に関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を備
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えるＡＲＱ１で応答する。従って、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を用いて、アクセスポイントは
、ＡＣＫが受信された場合、第１のデータストリームに関してパケット１’を新規のパケ
ットとして送信してもよいし、またはＮＡＣＫが受信された場合、第１のデータストリー
ムに関して前に送信したパケットを再送してよい。同様に、パケット８の時間の間、第２
のデータストリームからのパケット２に関するＡＲＱ２が送信され、アクセスポイントは
新規のパケットで応答してもよいし、またはパケット２’の時間でパケットを再送しても
よい。同様の機構が、ＡＲＱ３およびＡＲＱ４に関して示される各半スロットパケットに
対して使用されてよい。
　【００６９】
　さらに、単一の図面で示されていないが、フルスロットの４つのインタレースを備える
図１４Ａの構成が、図１４Ｂに示される半スロットの８つのインタレースと組み合わされ
てもよい。限定しない例として、図１４Ｂで、半スロットパケット３および４が単一のフ
ルスロットパケットに組み合わされてよい。結果として、そのフルスロットパケットに関
するＡＲＱがＡＲＱ３の時間で生じ、ＡＲＱ４が存在しない。代替的に、任意の所与の４
スロットセグメントが、フルスロットの４つのインタレースまたは半スロットの８つのイ
ンタレースを備えてよい。別の言葉では、限定しない例として、フルスロットの４つのイ
ンタレースは、その後に半スロットの８つのインタレースが続いてよく、この８つのイン
タレースの後にフルスロットの４つのインタレースが続いてよい。
　【００７０】
　図１５は、本発明の実施形態で使用され得る、ペイロードサイズおよび再試行の数に関
する種々の変調オーダーを示す。アクセスポイントは、パケットを再送する必要がある毎
に、パケットを首尾よく送信する可能性をより高めるために変調を変更し得る。さらに、
端末は、順方向リンクチャネルの品質を測定し、そのような情報をアクセスポイントに送
信し得る。アクセスポイントは、受け入れ可能な送信形式、次のパケット送信の速度を予
測するために、受信されたチャネル状況を使用し得る。限定しない例として、端末は、最
良のサービスを提供するセクタのチャネル品質測定を基地局に搬送するために、チャネル
品質フィードバックチャネル（ＣＱＩＣＨ）を使用し得る。チャネル品質は、受信された
順方向リンク信号に基づいてキャリア干渉（Ｃ／Ｉ）比に関して測定され得る。Ｃ／Ｉ値
は、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）シンボル上にマッピングされ得る。
　【００７１】
　さらに、端末がデータ転送速度制御（ＤＲＣ）情報をアクセスポイントに提供し得る。
ＤＲＣ情報は、例えば、前の順方向リンク送信からのＣ／Ｉ測定に基づいていてよい。ア
クセスポイントは、ＤＲＣ情報の受信の後のパケットにどの種類の変調を使用するかを決
定するためにＤＲＣ情報を使用し得る。
　【００７２】
　スペクトル効率は、変調方式によって決定される。種々の変調方式がデータ送信に関し
て使用され得る。各変調方式は、Ｍ個の信号点を備える信号配列に関連し、ここでＭ＞１
である。各信号点は、複素数値によって規定されてＢビットの２進値によって特定され、
ここでＢ＞＝１および２Ｂ＝Ｍである。シンボルマッピングに関し、送信されるべきコー
ドビットは第１にＢ個のコードビットのセットにグループ化される。Ｂ個のコードビット
の各々は、特定の信号点にマッピングされるＢビットの２進値を形成し、それは、次に、
Ｂ個のコードビットのそのグループに関する変調シンボルとして送信される。各変調シン
ボルは、従って、Ｂコードビットに関する情報を搬送する。本発明の実施形態で使用され
得るいくつかの限定でない例示的な変調プロセスは、４位相偏移変調方式（ＱＰＳＫ）、
８位相偏移変調方式（８－ＰＳＫ）、および１６直交振幅変調（１６－ＱＡＭ）および６
４ＱＡＭである。
　【００７３】
　従って、図１５からの例のように、４０９６ビットのペイロードサイズに対し、１回目
にパケットが送信される際にそれは変調オーダー６（即ち、６４ＱＡＭ）で送信され得る
。パケットが再送される必要がある場合、２回目にパケットが送信される際にそれは再度
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、変調オーダー６（即ち、６４ＱＡＭ）で送信され得る。しかしながら、パケットが２度
目に再送される（即ち、３度目の送信）必要がある場合、アクセスポイントは、変調を変
調オーダー４（即ち、１６ＱＡＭ）に修正し得る。当業者は、より小さいペイロードサイ
ズに関し、より小さい変調オーダーが使用され得て、それでも半スロットパケットサイズ
内に収まり得ることを理解するであろう。
　【００７４】
　図１６は、ペイロードサイズおよび再試行の数に関して達成され得る種々のデータ転送
速度を示す。図１６上のデータ転送速度は、ペイロードサイズ、送信数、および図１５か
らの変調オーダーに対応する。
　【００７５】
　図１７は、アクセスポイントおよび端末のブロック図を示す。このブロック図は、逆方
向リンクの送信および受信で使用される動作ブロックがさらに示されていること以外は、
図９のブロック図と同様である。従って、図９に関して上述された順方向リンクの機能的
説明が図１７に同様に適用される。
　【００７６】
　逆方向リンクに関し、端末で、コントローラ９７０がＲＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッ
サ９６０からのデータを使用し、前に説明されたように半スロットからのパケットが首尾
よく受信されたか否かを判定する。次に、コントローラ９７０およびＴＸデータプロセッ
サ９８０がＡＲＱを集め、アンテナ９５２を介してアクセスポイントに送信するためにそ
れを送信機（ＴＭＴＲ）９８２に送信する。アクセスポイント側では、受信機（ＲＣＶＲ
）９４２がアンテナ９２４を介して逆方向リンク情報を受信する。ＲＸデータプロセッサ
９４０およびコントローラ９３０は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報等の情報、ＣＱＩ等の順方向
リンク品質情報、およびＤＲＣ等のデータ転送速度制御情報を回収するためにＡＲＱを復
号する。
　【００７７】
　ＤＲＣ、ＣＱＩおよびＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の組み合わせを使用することによって、コ
ントローラは、そのチャンネルに関する次のパケットが異なる変調方式で送信されるべき
か否かを決定し得る。
　【００７８】
　図１８は、半スロットパケットを送信および受信するためのプロセスを示す。左側のプ
ロセス要素は、アクセスポイントによって実行され得るアクセスポイントプロセス１７５
０であり、右側のプロセス要素は、端末によって実行され得る端末プロセス１７００であ
る。例示されているプロセスは、所与のデータストリームに関する所与のパケットの送信
および可能性のある再送信に関するものである。当業者は、その他多数のプロセスが、多
数のデータストリームの送信および監視、ならびにデータストリームの多数のパケットの
送信および監視に関与することを理解するであろう。
　【００７９】
　パケット送信プロセスは、端末からアクセスポイントにＤＲＣ情報を送信することでプ
ロセス１７０２で開始し得る。代替的に、アクセスポイントは、ＤＲＣ情報なしに処理を
開始してよい。これは、データストリーム内の後の複数のパケットに関して特に言えるこ
とである。どちらの開始点からも、プロセス１７５２は、パケットに関するデータ転送速
度および変調方式を決定する。この決定は、ペイロードサイズの場合と同様、ＤＲＣ情報
が存在する場合、それによって影響を及ぼされ得る。次に、プロセス１７５４は、半スロ
ットのパケットを端末に送信する。勿論、送信する準備で任意の所与のスロット内の別の
トラヒックセグメントまたは半スロットを満たすために別のプロセスが生じ得る。
　【００８０】
　プロセス１７０４は、このパケットに関して受信されたスロット、およびより詳細には
対象である半スロットを、端末が復調および復号することを示す。プロセス１７０６はパ
ケット完全性を判定し、これには、データが首尾よく受信されたか否かを判定するために
ＣＲＣを実行すること、ＣＱＩを開発すためにチャネル品質を解析すること、またはそれ
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らの組み合わせを備え得る。判定ブロック１７０８は、ビット誤りが受信された場合、再
送が必要とされ得ることを示す。再送が必要である場合、プロセス１７１０はＮＡＣＫが
送信されるべきであることを規定する。再送が不要である場合、プロセス１７１２はＡＣ
Ｋが送信されるべきであることを規定する。プロセス１７１４は、少なくともＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報を備え、ＡＲＱが送信されることを示す。ＡＲＱは、例えば、ＣＱＩ情報およ
びＤＲＣ情報等の別の情報をさらに備えていてよい。
　【００８１】
　判定ブロック１７５６は、アクセスポイントがＡＲＱの一部としてＡＣＫまたはＮＡＣ
Ｋを受信したか否かを判定することを示す。ＡＣＫが受信された場合、現在のパケットを
再送する必要がないため、プロセスを終了する。データストリーム内の後の複数のパケッ
トについては、プロセスは、アクセスポイントプロセス１７５０または端末プロセス１７
００のいずれかの開始プロセスに入って繰り返される。
　【００８２】
　ＮＡＣＫが受信された場合、プロセスが１７５２にループして、パケットに関するデー
タ転送速度を決定する。元にループすると、データ転送速度の決定は、再試行の数（図１
８には図示せず）、ペイロードサイズ、存在する場合にはＤＲＣ情報、存在する場合には
ＣＱＩ情報の組み合わせによって影響を及ぼされ得る。
　【００８３】
　当業者は、情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用し
て表現され得ることを理解するであろう。上記の説明全体で参照され得る、例えば、デー
タ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波
、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光粒子、またはそれらの任意の組み合わせで表現
されてよい。
　【００８４】
　当業者は、本明細書の開示に関連して説明される種々の例示的な論理ブロック、モジュ
ール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子的なハードウェア、コンピュータソフ
トウェア、または両方の組み合わせとして実装され得ることをさらに理解するであろう。
ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、種々の例示的な構成
要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、ほとんどの場合それらの機能性
に関して上述されてきた。そのような機能性がハードウェアまたはソフトウェアとして実
装されるかは、システム全体に課せられる特定の用途および設計制約に依存する。当業者
は、説明される機能性を各特定用途に対して様々なやり方で実装し得るが、そのような実
装の決定は、本開示の範疇から逸脱を生じるものとして解釈されるべきではない。
　【００８５】
　本明細書の開示に関連して説明される種々の例示的な論理ブロック、モジュールおよび
回路は、汎用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）もしくはその
他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲート（discrete gate）もしくはト
ランジスタロジック、ディスクリートハードウェア構成要素（discrete hardware compon
ents）、または本明細書で説明される機能を実行するために設計されるそれらのあらゆる
組み合わせで実装または実行されてよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであっ
てよいが、代替的に、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロ
コントローラ、または状態機械であってよい。プロセッサは、コンピューティングデバイ
スの組み合わせ、例えば、ＤＳＰおよびマイクロプロセッサの組み合わせ、多数のマイク
ロプロセッサ、ＤＳＰコアと併用される１つ以上のマイクロプロセッサ、またはあらゆる
他のそのような構成として実装されてもよい。
　【００８６】
　本明細書の開示に関連して説明される方法またはアルゴリズムのステップは、直接的に
ハードウェアで、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで、またはこの２
つの組み合わせで具現化されてよい。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッ
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シュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハード
ディスク、リムーバルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で公知のあらゆる他の
形式の記憶媒体に存在してよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を
読み込み、そこに情報を書き込むことが可能であるように、プロセッサに結合されている
。代替的に、記憶媒体がプロセッサに一体化されてよい。プロセッサおよび記憶媒体は、
ＡＳＩＣに存在してよい。ＡＳＩＣは、ユーザ端末に存在してよい。代替的に、プロセッ
サおよび記憶媒体が、ユーザ端末の別個の構成要素として存在してよい。さらに、ソフト
ウェアモジュールは、そこでの記憶および実行のために端末またはアクセスポイントに送
信されてよい。
　【００８７】
　本発明が特定の実施形態を参照して説明されたが、この実施形態は例示的であり、本発
明の範疇はこれらの実施形態に限定されないことを理解されたい。上述した実施形態への
多数の変更、修正、追加および改善が可能である。これらの変更、修正、追加および改善
は、以下の特許請求の範囲内に詳細が示される本発明の範疇の範囲内に入ることが意図さ
れている。
【図面の簡単な説明】
　【００８８】
　　【図１】本発明の高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）通信システムを示す図。
　　【図２】本発明のＣＤＭをサポートする単一キャリアスロット構造を示す図。
　　【図３Ａ】本発明のＯＦＤＭをサポートする単一キャリアスロット構造を示す図。
　　【図３Ｂ】本発明のＣＤＭおよびＯＦＤＭをサポートする単一キャリアスロット構造
を示す図。
　　【図４】本発明のＣＤＭをサポートする多数キャリアスロット構造を示す図。
　　【図５】本発明のＣＤＭおよびＯＦＤＭをサポートする多数キャリアスロット構造を
示す図。
　　【図６】本発明のＣＤＭおよびＯＦＤＭをサポートする別の多数キャリアスロット構
造を示す図。
　　【図７】本発明のＯＦＤＭおよびＣＤＭをサポートするスロット構造を示す図。
　　【図８】本発明の５ＭＨｚスペクトル割り当てでのＯＦＤＭをサポートするスロット
構造を示す図。
　　【図９】本発明のアクセスポイントおよび端末のブロック図。
　　【図１０】本発明の送信（ＴＸ）ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサの設計を示す図。
　　【図１１】本発明のＴＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサの別の設計を示す図。
　　【図１２】本発明の受信（ＲＸ）ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサの設計を示す図。
　　【図１３】本発明のＲＸ　ＣＤＭ／ＯＦＤＭプロセッサの別の設計を示す図。
　　【図１４Ａ】従来のフルスロットパケットプロトコルに関するパケット送信を示す図
。
　　【図１４Ｂ】本発明の実施形態による半スロットパケットプロトコルの使用に関する
パケット送信を示す図。
　　【図１５】本発明のペイロードサイズおよび再試行の数に関連して種々の変調オーダ
ーを示す図。
　　【図１６】本発明のペイロードサイズおよび再試行の数に関連して達成され得る種々
のデータ転送速度を示す図。
　　【図１７】本発明のアクセスポイントおよび端末のブロック図。
　　【図１８】本発明の半スロットパケットを送信および受信するためのプロセスを示す
図。
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